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平成 28年度町政懇談会記録（要旨） 

 

開催日 ： 平 成 28年 7月 16日 (土)  

開 会 ： 午 後 1時 30 分  閉 会 ： 午 後 2 時 56分  

場 所 ： 鳥取集落センター 

参 加 者 ： 男 27人、女 10人 計 37人 

町職員：町長、副町長、教育長、総務部長、財政課、政策課 

 

 

○懇談 

男性      先ほど資料を配らせて頂いたのですが、小学生と中学生の通学路に対しての要望を

させて頂きたいと思います。私自身 3人の子どもを育てている親になるのですが、事

情がありまして娘の登校に着いて行くのですが、一部狭い道路がありまして、小学生

と自転車の中学生が同時に通学するので非常に危険で困っています。実際に小学生と

自転車との接触事故も何件か発生しています。最近も 2件ほど発生していまして、小

学生の子どもと自転車の中学生が接触した際に、子どもが下敷きになってしまうなど

非常に危険な状況ですので、それを早急に改善するために要望を出させていただきた

いと思います。具体的な箇所ですが１つ目は藤川の鉄橋です。ここは小学生と中学生

が同時に渡るには大変狭くなっています。また、私の子どもの頃からある橋ですので

老朽化も進んでいると思います。２つ目は神田変電所からピアゴへの道なんですが、

ここも非常に狭く、小学生は 1列になり、その横を中学生が通るというふうに小学校

でも対応をとっていただいているんですが、非常に危険な状況です。要望としては通

学路の幅を広げて頂けないかということと、それが難しければ、神田変電所の南側、

歩道橋までの間に歩道を設置していただけないかと思います。鳥取も小・中学生の人

数が年々増加していまして、現在小学生が 150人程度います。こういったことも踏ま

えて一度検討していただけたらと思います。必要であれば鳥取の保護者にアンケート

や署名もさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

教育長     東員町全体で危険な箇所はいくつかありまして、今言っていただいた神田変電所と

ピアゴのところは、その内の重点地域の 1つという認識をしています。事故があった

時は、学校から教育委員会に連絡がありまして、事故の状況によって私共が動いたり

学校にまかせたりといった対応を取ります。今回の事故は加害者が中学生、被害者が

小学生ということで非常に心配をしています。先日神田小学校長、ＰＴＡ会長、東員

第一中学校長からも、今おっしゃっていただいたのと同じ様な要望書をいただいてお

ります。今出来ることは何なのかを検討している最中です。色んな課との協議があり

ますので、ここですぐに返答は出来ませんが考えていきたいと思います。通学路は学

校と保護者等と話し合って決めていますが、今後そこで通学路の変更となっていくか
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もしれません。また、危険箇所はここだけでなく、警察、建設課、教育委員会、ＰＴ

Ａが参加して交通安全推進会議を開いていまして、各学校からあがってきたものをそ

こで話し合い、看板を建てたりとかカーブミラーを設置したり停止線を補修したりと

いったことをさせていただいております。  

 

町長      他の自治会でも通学路に関しては意見を頂いておりますが、1 番問題なのは、車道

も含めて道路自体が狭いということです。神田変電所のところも、道路自体を広げよ

うにも広がらないところがあります。神田変電所のところも道路との間に少し間が空

いているので、そこをどうにかしようとすると話し合いをしなければなりません。

色々と手続きもいりますので検討させてください。出来るだけ近いうちに自治会長さ

んを通じて返答させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

男性      道路幅や橋を拡張するのは難しいとは思います。ただ、明後日からも子ども達はこ

こを通るわけで、例えば中学生の子ども達にこの部分を通るときは自転車を降りるよ

うに指導していただくとかは出来ないでしょうか。 

 

教育長     現在学校では朝の通学の時間帯をずらすというのはやっていますが、徹底というと

ころまではいっていないと思います。それからピアゴのところを歩かすという意見も

あるのですが、中学生にこれが徹底できるかというのが難しいと思います。具体的に

していることとしては、学校の先生の見守りの回数は圧倒的にあそこの部分が多いで

すし、ＰＴＡの方々やボランティアの方々にもお世話になっています。それから、事

故が起こるたびに学校では学年集会や学校集会を確実に行っています。 

 

男性      桑名信用金庫のひとつ北側の交差点、旧員弁街道のところも通学路になっているん

ですが、横断歩道が消えかかっていますので塗りなおしをお願いしたい。また、つい

でといってはなんですがカラー舗装をしていただくと注意喚起が出来るのでいいの

かなと思います。 

町長      この道路も全部県道でして、県に話を行わなければならないのでこちらから早急に

県に要望をあげさせていただきます。通学路は最優先だと思いますので県には頑張っ

ていただくように要望します。 

 

男性      朝の時間だけ通行止めとかできないんですか。全国色々なとこでそういうところあ

ると思うんですけど。 

 

町長      あの道路は通行量が大変多く距離も長いため、あの道路を通行止めにするのは無理

だと思います。 

 

男性      旧ホクセイスーパーの近くに住んでいるんですが、橋を超えたらすぐ稲部小学校が
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あります。神田小学校に行くよりも稲部小学校の方が近いと思うんですが、学区の変

更とかは考えてないんですか。神田小学校は人数が増えていて教室が足りないとか通

学路が危険であるとか稲部小学校に行けば解決すると思うんです。私は外から転入し

てきたものなのですごく不思議なんです。 

 

教育長     鳥取の沢の向こうの笹尾西小学校では教室が余っているんです。ある時期に、鳥取

地区の半分は強制的に笹尾西小学校へと考えたんですが、子供会や地域の自治会でつ

ながりがありますので反対にあい無理でした。今、共通学区というどっちに通っても

いいというのを検討しているんですが、自治会に話を伺ってみるとなかなか微妙な感

触です。また、稲部小学校も子どもがすごく増えてきまして、もういっぱいいっぱい

の状態になってきています。ですので、やるなら鳥取の一部地区を笹尾西小学校へと

いうかたちがいいのですが、地元に言うとあまり色よい返事はいただけません。 

 

男性      防災の関係ですが、鳥取は神田小学校が避難所になっています。鳥取からだとだい

ぶ小学校まで距離ありますよね。途中に橋もありますし行けると思いますか。 

 

町長      災害に関しては実際に起こってみないと分かりませんので、行けるか行けないかは

状況によりますが、東員町は大きく分けて2つに分かれます。員弁川の北と南ですね。

員弁川の北と南では橋が落ちたら行き来が無理かもしれないとは思っています。最短

距離では無理かもしれませんが、北側の中での移動ならどこかへは行けるだろうと思

っています。避難するにしても神田小学校よりも稲部小学校のほうが近いという話だ

と思いますが、基本的には鳥取地区の方は神田小学校へと決めさせていただいていま

すが、判断は自治会や班単位で考えて欲しいんです。例えばある班で稲部小学校へ避

難するとなった場合に、それは、私は間違いではないと思うんです。 

 

男性      プラムチャンネルで町長は観光にも力をいれていきたいと話しているのを見たん

ですが、今日この町政懇談会があるということをどれだけの人が知っているかわかり

ませんが、私東員町のホームページよく見させていただいているんですが、はっきり

いうと近隣の桑名市、いなべ市と比べると貧弱です。行政の情報はよくされていると

思うんですが、それ以外の観光面に関しては何年来更新されていないのが付属でつい

ていると。観光に力を入れるなら、そこらへんを上手く利用の出来るホームページに

していただきたいのと、この前高速道路の開通イベントがありましたが、知人に聞く

とそれを知りませんでした。後からイベントがあることを知ったという声をたびたび

聞くものですから広報活動というものにもう少し力を入れて頂けたらいいのかなと

思います。 

        それとマイナンバーですが、東員町でどれだけの人がカードを申請しているか分か

りませんが、マイナンバーでこれから行政事務も減っていくと思いますのでカード取

得に対してもっと積極的に広報をしていただければと思います。 
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町長      広報に関しては大変皆様にご批判をいただいております。観光の話ですが、観光地

があるとか、それで観光が成り立つとか今の観光はそうではないのではと考えていま

す。東員町で特産品はないのかと言うと何もないんです。これが東員町、そういうも

のをやっぱり持ちたいというのはあります。東員町は近郊農業の町なんですが、畑は

ほとんどなく、ほとんど田んぼなんです。農業はこのままでいくと次第に状況が悪く

なるだろうなということを思っていまして、もっと畑のもの、野菜だとか果物とかそ

ういうものに力を入れていきたいということで、長深の耕作放棄地でぶどう、ブルー

ベリーを栽培しています。そこからさらに加工して付加価値を上げて特産品というも

のをつくっていきたいと思っています。他にも地場産業で変わったものをつくってい

る鋳物屋さんとかありますのでそういうものを世の中に出していってなにか「東員町

のもの」というものをつくっていきたいと思っています。中部公園には毎年 17、18万

人位の人に来てもらっています。しかし来て頂くだけでお金を落としていただく仕組

みがありません。これでは観光とは言えません。ですので、その仕組みをつくってい

くという意味で観光に力を入れていきたいと思っています。ホームページ、広報の下

手さ、ここらへんはおっしゃるとおりですのでなんとか改善していきたいと思ってい

ます。 

 

財政課長    昨年の 10 月からマイナンバーの通知が始まりまして、手続きに関して広報等でお

知らせさせていただいたところです。今後もマイナンバーの関係で手続きなどの変更

点などについては随時お知らせをさせていただこうと思っています。また。平成 29年

1 月より住民票などの自動交付機を廃止させていただいて、コンビニ交付に切り替え

ますのでそれらもＰＲしていきたいと思います。マイナンバーカードの申請は約二千

件となっています。コンビニ交付も始まりますし、国もこれから新しい使い道を進め

ていきますので順次広報等でお知らせさせていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

男性      私が手続きに行った時は、代理人でもいいのかな、という気持ちで行ったのですが

無理とのことでしたし、たくさんの人が手続きにきていましたが、担当の職員さんは

2 人だけで大変そうでした。後日日曜日も可能となりましたが、タイミング的にそこ

らへんの通知も難しそうでした。また、今使えそうなのがコンビニ交付だけなのです

が、それでも役場に行かずにすむのでそれをもっと宣伝してもらえればと思います。 

        また、陸上競技場の利用方法ですが、タイムトライアルが出来るとかそんなアイデ

ィアもだしていただけたらと思います。 

 

教育長     陸上競技場の利用方法は、私どもも大変苦慮しています。東員第一中学校には現在

陸上部がありませんし、陸上競技場そのものが東員町に必要なのかという声も聞きま

す。しかし、年に町内外の小・中学生 2万数千人に利用していただいていますし、こ

ちらから働きかけて企業や大学のサッカーやラグビー等の練習に使用をしていただ
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いています。また、高速道路が出来ますので名古屋方面の企業の運動会であるとか球

場の使用をしていただけないか等考えております。 

 

町長      今運動会をパッケージで売れないかちょっと考えています。器具とかアイディアを

パッケージ化して売れればいいなと。手ぶらで来て手ぶらで帰っていってもらう、そ

のかわり少し代金頂きますね、とそんなことを考えています。 

 

男性      水耕栽培の話を聞いたことがあるんですが、どうなっていますか。 

 

町長      完全な水耕栽培ではなくて、半水耕栽培を考えています。今の計画ですが、町有の

ガラス温室が 3棟あるんですが、その内の 1棟を使用して、来年からちょっと特殊な

トマトを作ろうかと考えています。このトマトは付加価値が大変高いものなので上手

くいけば儲かる農業になると思います。まずモデル的に来年やってみて、いいものが

出来れば広げていきたいと思っています。 

 

男性      せっかく農協もあるのですから、専門家である農協もまきこんでいって欲しいと思

います。 

 

町長      農協にはアドバイスをいただいたり色々と指導をいただいております。 

 

女性      私は今鳥取のクリーン作戦委員会をさせてもらっています。以前は、可燃物の中に

入れてはいけないものが入っていると、紙が貼ってあって残っていたんですが、今は

そういうことがなくて全部回収していくんです。資源ごみの中にとんでもないものが

入っていたりもするのでゴミの意識が高くなったということでもないと思うんです。

意識の向上のためにも、以前のようにダメですという様に紙を貼ってもらっていれば

それを見ますのでそういうふうにしてもらえないでしょうか。 

        あと全然違う話なんですが、町で検診してもらっていますよね。バリウム飲む検査

があったのですが、その時に、バリウムを配っている人が、東員町は非常にきちんと

してもらっているからありがたい、他のところはもっと手間がかかって大変だという

ことを話していらっしゃいまして、機会があれば役場の方に伝えますと言っておいた

のでいい機会なのでご報告させていただきます。 

 

町長      ゴミについては検討させて頂きます。クリーン作戦委員会ともお話させていただけ

ればと思います。ゴミの焼却方法について平成３３年度から変わります。今まではＲ

ＤＦでやっていたのですが、県がこの事業から撤退するということで強制的にそうな

ってしまったのですが、新しい焼却施設になることで皆さんの負担は実は減ります。

今の各市町の負担割合は一律というのが結構多いのですが、平成 33 年度からはゴミ

の量に応じて負担が変わる割合が多くなります。ですから、ゴミの量を減らして頂け
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れば皆さんの負担が減ります。皆様にはぜひ御協力をいただければと思います。 


